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津波への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

 

Ⅵ-1-1-3-2-2 基準津波の概要 

 

Ⅵ-1-1-3-2-3 入力津波の設定 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 
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Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針
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1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐津波設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第６条及び第 51条（津波による損傷の防

止）並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下

「解釈」という。）」に適合することを説明するものである。 

 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が，設置（変更）許可を受けた基準津波により，

その安全性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，遡上

への影響要因及び流入経路等を考慮して，設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定す

るとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対策を

講じる設計とする。 

 

2.1.1 津波防護対象設備 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い，設計基準対象施設が，基準津

波により，その安全性が損なわれるおそれがないよう，津波から防護すべき施設は，設計

基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」で規定されているクラス１及びクラス２に該当する構築物，系統及び機器（以下「津

波防護対象設備」という。）とする。 

津波防護対象設備の防護設計においては，津波により津波防護対象設備に波及的影響を

及ぼすおそれのある津波防護対象設備以外の施設についても考慮する。また，重大事故等

対処施設についても，設計基準対象施設と同時に必要な機能が損なわれるおそれがないよ

う，津波防護対象設備に含める。 

さらに，津波が地震の随伴事象であることを踏まえ，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含めて津波防護対象設備とする。 

 

2.1.2 入力津波の設定 

各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，敷地への遡上に伴う津波（以下

「遡上波」という。）による入力津波と取水路，放水路等の経路からの流入に伴う津波

（以下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。 

入力津波の設定の諸条件の変更により，評価結果が影響を受けないことを確認するため

に，評価条件変更の都度，津波評価を実施する運用とする。 

以下に，各入力津波の設定方針を示す。 
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基準津波については，Ⅵ-1-1-3-2-2「基準津波の概要」に示す。入力津波の設定方法及

び結果に関しては，Ⅵ-1-1-3-2-3「入力津波の設定」に示す。 

 

(1) 遡上波による入力津波については，遡上への影響要因として，敷地及び敷地周辺の地

形，標高及び河川等の存在，設備等の設置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降を考

慮して，遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を評価する。遡上する場合は，基

準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される津波高さとして設定する。 

また，地震による変状又は繰返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流

路の変化等が考えられる場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を評価する。 

 

(2) 経路からの津波による入力津波については，流入経路を特定し，基準津波の波源から

各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形及び津波高さとして設定する。 

 

(3) 上記(1)及び(2)においては，水位変動として，朔望平均満潮位 EL 0.58m，朔望平均干

潮位 EL-0.02mを考慮する。上昇側の水位変動に対しては，潮位のばらつきとして朔望平

均満潮位の標準偏差 0.14mを考慮して設定する。下降側の水位変動に対しては，潮位のば

らつきとして朔望平均干潮位の標準偏差 0.17mを考慮して設定する。地殻変動について

は，津波波源となる海域活断層から想定される地震による地殻変動を考慮するとともに，

津波が起きる前に基準地震動Ｓｓの震源となる敷地周辺の活断層から想定される地震が発

生した場合を想定し，宍道断層及び海域活断層から想定される地震による地殻変動を考慮

する。なお，日本海東縁部に想定される地震による津波については，起因となる波源が敷

地から十分に離れており，敷地への地震による地殻変動の影響は十分に小さいため，地殻

変動量を考慮しない。 

敷地地盤の地殻変動量は，Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定しており，海

域活断層から想定される地震による地殻変動量は 0.34mの隆起を考慮する。また，宍道断

層から想定される地震による地殻変動量は 0.02m以下の沈降であり，敷地への影響が十分

小さいことから考慮しない。基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の震源において最

近地震は発生していないことから，広域的な余効変動は津波に対する安全性評価に影響を

及ぼすことはない。 

下降側の水位変動に対して安全側に評価する際には，海域活断層から想定される地震に

よる地殻変動量 0.34mの隆起を考慮する。 

また，入力津波が有する数値計算上の不確かさを考慮することを基本とする。 

 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

「2.1.2 入力津波の設定」で設定した入力津波による津波防護対象設備への影響を，津

波の敷地への流入の可能性の有無，漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処する

ために必要な機能への影響の有無，地震による溢水に加えて津波の流入の重要な安全機能

及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響の有無並びに水位変動に伴う取水性
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低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能への影響の有無の観点から評価することにより，津波防護対策が必要となる箇所を

特定して必要な津波防護対策を実施する設計とする。 

具体的な影響評価の内容及び，結果については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防

護対象設備への影響評価」に示す。 

入力津波の変更が津波防護対策に影響を与えないことを確認することとし，定期的な評

価及び改善に関する手順を定める。 

(1) 敷地への流入防止（外郭防護 1） 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

遡上波による敷地周辺の遡上の状況を加味した浸水の高さ分布を基に，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，

遡上波の地上部からの到達，流入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕

度評価において，高潮ハザードの再現期間 100年に対する期待値と，入力津波で考慮し

た朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし

て，設計上の裕度の判断の際に考慮する。 

評価の結果，遡上波が地上部から到達し流入する可能性があるため，津波防護対象設

備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画が設置された敷地に，津波によ

る遡上波の地上部から到達・流入を防止するための津波防護施設として，防波壁及び防

波壁通路防波扉を設置する。 

また，津波防護施設の防波壁通路防波扉は，遡上波の地上部からの到達，流入を防止

するため，扉の閉止運用を保安規定に定めて管理する。 

 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波の流入の可能性のある経路につながる循環水系，補機海水系，それ以外の屋外排

水路の標高に基づき，許容される津波高さと経路からの津波高さを比較することによ

り，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置され

た敷地への津波の流入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕度評価にお

いて，高潮ハザードの再現期間 100年に対する期待値と，入力津波で考慮した朔望平均

満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし，設計上の

裕度の判断の際に考慮する。 

評価の結果，流入する可能性のある経路が特定されたことから，津波防護対象設備

（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画への流入を防止するため，津波防

護施設として，流路縮小工を設置し，浸水防止設備として，防水壁，水密扉，屋外排水

路逆止弁及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する設計とする。また，

浸水防止設備の水密扉は，経路からの津波の流入を防止するため，扉の閉止運用を保安

規定に定めて管理する。 

7



 

4 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
1 
R0
 

上記 a.及び b.において，外郭防護として設置する津波防護施設及び浸水防止設備に

ついては，各施設の入力津波に対し，設計上の裕度を考慮する。 

 

(2) 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護 2） 

a. 漏水対策 

経路からの津波が流入する可能性のある取水・放水設備の構造上の特徴を考慮し，取

水・放水施設，地下部等において，津波による漏水が継続することによる浸水の範囲を

想定し，当該想定される浸水範囲（以下「浸水想定範囲」という。）の境界において浸

水想定範囲外に流出する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それら

に対して，浸水防止設備を設置することにより，浸水範囲を限定する設計とする。 

さらに，浸水想定範囲及びその周辺にある津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）に対しては，浸水防止設備として，防水区画化するための設備を設置するととも

に，防水区画内への浸水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能への影響の有無を評価する。 

評価の結果，浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は，重要な安全機

能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響がないよう，排水設備を設置す

る設計とする。 

 

(3) 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内

郭防護） 

a. 浸水防護重点化範囲の設定 

津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画を浸水防護重

点化範囲として設定する。 

 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

経路からの津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量を基に，浸水防護重点化範囲に

流入する可能性の有無を評価する。浸水範囲及び浸水量については，地震による溢水の

影響も含めて確認する。地震による溢水のうち，津波による影響を受けない範囲の評価

については，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に示す。 

評価の結果，浸水防護重点化範囲に流入する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口

等）が特定されたことから，地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するた

めの浸水防止設備として，防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁及び隔離弁を設置するとと

もに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置し，貫通部止水処置を実施する

設計とする。 
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隔離弁のうち，タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸水防護重点化範囲への津波の流

入を防止するため，タービン補機海水系配管の破損箇所からの溢水を検知し，タービン

補機海水系隔離システム（漏えい検知器，タービン補機海水ポンプ出口弁及び制御盤）

により，漏えい検知信号及び地震大信号（原子炉スクラム）発信後約 60秒で自動閉止

する設計とする。タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸水防護重点化範囲への津波の流

入を防止する重要な設備であり，津波来襲前に確実に閉止するため，多重性を確保した

設計とする。 

浸水防止設備として設置する水密扉については，津波の流入を防止するため，扉の閉

止運用を保安規定に定めて管理する。 

内郭防護として設置及び実施する浸水防止設備については，貫通部，開口部等の一部

分のみが浸水範囲となる場合においても貫通部，開口部等の全体を浸水防護することに

より，浸水評価に対して裕度を確保する設計とする。 

 

(4) 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事

故等に対処するために必要な機能への影響防止 

a. 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，大型送水ポンプ車及び大

量送水車の付属品である水中ポンプの取水性 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプについては，評価水位と

して，取水槽での下降側水位と同ポンプ取水可能水位を比較し，評価水位が同ポンプ取

水可能水位を下回る可能性の有無を評価する。 

評価の結果，取水槽の下降側の評価水位が原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプの取水可能水位に対して余裕がないため，大津波警報が発令された際

には，原則として，津波到達予想時刻の 5分前までに循環水ポンプを停止することで，

取水性を確保する設計とする。また，大津波警報が発令された場合に循環水ポンプを停

止する手順を保安規定に定めて管理する。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプについては，津波による

上昇側の水位変動に対しても，取水機能が保持できる設計とする。 

大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプについても，入力津波の

水位に対して，取水性を確保できるものを用いる設計とする。 

 

b. 津波の二次的な影響による原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポン

プ，大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプの機能保持確認 

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積に対して，取水口，取水管及び取

水槽が閉塞することなく取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，取水時に浮遊砂が軸

受に混入した場合においても，軸受部の異物逃がし溝から浮遊砂を排出することで，機
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能を保持できる設計とする。大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポン

プついても，浮遊砂の混入に対して，取水性能が保持できるものを用いる設計とする。 

漂流物に対しては，発電所構内及び構外で漂流物となる可能性のある施設・設備を抽

出し，抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備が漂流した場合に，原子炉補機

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプへの衝突並びに取水口，取水管及び取

水槽の閉塞が生じることがなく原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプの取水性確保並びに取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

また，漂流物化させない運用を行う施設・設備については，漂流物化防止対策の運用

を保安規定に定めて管理する。 

発電所敷地内及び敷地外の人工構造物については，設置状況を定期的に確認し評価す

る運用を保安規定に定めて管理する。さらに，従前の評価結果に包絡されない場合は，

漂流物となる可能性，原子炉補機海水ポンプ等の取水性及び浸水防護施設の健全性への

影響評価を行い，影響がある場合は漂流物対策を実施する。 

 

(5) 津波監視 

津波監視設備として，敷地への津波の繰返しの来襲を察知し津波防護施設及び浸水防

止設備の機能を確実に確保するため，津波監視カメラ及び取水槽水位計を設置する。 

 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針 

「2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」にて，津波防護上，津波防護

対策が必要な場合は，以下(1)及び(2)に基づき施設の設計を実施する。設計は，Ⅵ-1-1-3-

1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 

組合せ」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に従い，自然現象のうち，余震，積雪

及び風の荷重を考慮する。津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備については，防波

壁，防波壁通路防波扉，屋外排水路逆止弁，流路縮小工，防水壁，水密扉，床ドレン逆止

弁，貫通部止水処置，隔離弁，ポンプ・配管，津波監視カメラ及び取水槽水位計の構造形

式があるため，これらの施設・設備の詳細な設計方針については，Ⅵ-1-1-3-2-5「津波防

護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

(1) 設計方針 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，「2.1.2 入力津波の設

定」で設定している繰返しの来襲を想定した入力津波に対して，津波防護対象設備の要

求される機能を損なうおそれがないよう以下の機能を満足する設計とする。なお，津波

防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備に関する耐震設計の基本方針は，Ⅵ-2-1「耐

震設計の基本方針」に従う。 
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a. 津波防護施設 

津波防護施設は，津波の流入及び漏水を防止する設計とする。 

津波防護施設として設置する防波壁，防波壁通路防波扉及び流路縮小工については，

津波による水位上昇に対して，敷地への津波の流入を防止する設計とする。 

防波壁の境界部には，想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し，試験等にて止水

性を確認した止水目地を設置し，止水処置を講じる設計とする。 

 

b. 浸水防止設備 

浸水防止設備は，浸水想定範囲等における津波や浸水による荷重等に対する耐性を評

価し，津波の流入による浸水及び漏水を防止する設計とする。 

また，津波防護対象設備を内包する建物及び区画に浸水時及び浸水後に津波が流入す

ることを防止するため，当該区画への流入経路となる開口部に浸水防止設備を設置し，

止水性を保持する設計とする。 

屋外排水路の浸水防止設備については，外郭防護として EL 12.6m以下の流入経路とな

る開口部に設置する設計とする。 

取水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外郭防護として EL 11.3m以下の流入

経路となる開口部に設置する設計とし，内郭防護として EL 5.6m以下の流入経路となる

開口部に設置する設計とする。 

放水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外郭防護として EL 8.6m以下の流入

経路となる開口部に設置する設計とし，内郭防護として EL 4.9m以下の流入経路となる

開口部に設置する設計とする。 

タービン建物（復水器を設置するエリア）の浸水に対する浸水防止設備については，

内郭防護として EL 5.3m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。 

浸水防止設備は，耐性を評価又は試験等により止水性を確認した方法により止水性を

保持する設計とする。 

 

c. 津波監視設備 

津波監視設備は，津波の来襲状況を監視可能な設計とする。津波監視カメラは，波力

及び漂流物の影響を受けない位置，取水槽水位計は波力及び漂流物の影響を受けにくい

位置に設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とする。また，基準地震動Ｓｓに

対して，機能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自然条件（風，積雪）との

組合せを適切に考慮する。 

津波監視設備のうち津波監視カメラは，非常用電源設備から給電し，暗視機能を有し

たカメラにより，昼夜にわたり中央制御室から監視可能な設計とする。 
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津波監視設備のうち取水槽水位計は，非常用電源設備から給電し，EL-9.3m～10.7mを

測定範囲として，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが設置さ

れた取水槽の上昇側及び下降側の水位を中央制御室から監視可能な設計とする。 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の耐津波設計における構造強度による機

能維持は，以下に示す入力津波による荷重と津波以外の荷重の組合せを適切に考慮して構

造強度評価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界内にあることを確認すること（解

析による設計）により行う。なお，組み合わせる自然現象とその荷重の設定については， 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」に，地震荷重との組合せとその荷重の設定については，Ⅵ-2-1「耐震設計の基本方

針」に従う。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり，自重又は固定荷重，積載荷重，土

圧及び海中施設に対する静水圧を考慮する。 

 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力（動水圧含む。）とする。 

 

(c) 津波荷重 

各設備の設置位置における津波の形態から波圧又は静水圧を津波荷重として設定す

る。津波による荷重の設定に当たっては，各施設・設備の機能損傷モードに対応した

荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮し，余裕の程度を検討した上で安全側の設

定を行う。 

 

(d) 余震荷重 

入力津波による津波荷重と組み合わせる余震荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力（動水圧含む。）を考慮する。 

 

(e) 衝突荷重 

漂流物の衝突により作用する衝突荷重を考慮する。衝突荷重の算定に当たっては，

基準津波の特徴及び発電所のサイト特性に加え，衝突評価対象物（被衝突体）の設置

場所並びに検討対象漂流物（衝突物）の種類及び衝突形態を考慮し，各種論文等にて

提案される漂流物の衝突荷重算定手法の中から適切なものを選定し算定する。 
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(f) 積雪荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」に従い，積雪荷重を考慮する。 

 

(g) 風荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」に従い，風荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せとして

は，常時作用する荷重，津波荷重，余震荷重，衝突荷重及び自然条件として積雪荷重

及び風荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備のうち，建物内に設置されているも

のについては，津波荷重のうち波圧，漂流物による衝突荷重及び自然現象による荷重

は考慮しないこととする。 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備のうち，積雪荷重の受圧面積が小さ

いもの，配置上又は形状上積雪が生じにくいもの，重量のある構造物であり積雪荷重

が占める割合がわずかであるもの及び海中に設置されているものについては積雪荷重

を考慮しないこととする。 

 

c. 許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の許容限界は，地震後，津波後の再使

用性や，津波の繰返し作用を想定し，施設・設備を構成する材料がおおむね弾性状態に

とどまることを基本とする。 

また，浸水防止設備のうち，機器・配管系に属する隔離弁，ポンプ及び配管は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対しては，塑性ひずみが生じる場合であっても塑性ひずみが

小さなレベルにとどまることを基本とし，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳク

ラスの施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しては，おおむね弾

性状態にとどまる範囲で耐えられることを確認する。津波荷重（余震荷重含む。）に対

しては，機器・配管系を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。 
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2.2 適用規格 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（令和 2年 1月 15日改

正 原規技発第 2001159号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 

（（社）日本電気協会） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む。）） ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１－2005／2007（（社）日本機械学会） 

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010年改定） 

・建築基準法・同施行令 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会 2005年改定） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会 1999

改定） 

・日本産業規格(ＪＩＳ) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編〕（（社）土木学会，2002年制定） 

・港湾の施設の技術上の基準・同解説（国土交通省港湾局，2007年版） 

・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成 14 年 3 

月） 

・道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（（社）日本道路協会，平成 14 年 3 月） 

・防波堤の耐津波設計ガイドライン（案）（国土交通省港湾局，2013年） 

・東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係

る暫定指針（国土交通省住宅局及び国土技術政策総合研究所平成 23年 11月） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会 2001） 

・アルミニウム合金製水門設計製作指針案（（社）軽金属協会昭和 54年 3月） 

・水門鉄管技術基準（（社）水門鉄管協会平成 19年 9月） 

・ダム堰施設技術基準（（社）ダム・堰施設技術協会平成 23年 7月） 

・ＪＥＭ １４２３-2017原子力発電所用バルブの検査 

・ステンレス建築構造設計基準・同解説【第 2版】（（社）ステンレス構造建築協会 2001改

定） 
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Ⅵ-1-1-3-2-2 基準津波の概要
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1. 概要 

本資料は，設置（変更）許可で設定した基準津波の概要を説明するものである。 

基準津波は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地震による津波，地震以外の要因による津

波及びこれらの組合せによる津波を想定し，不確かさを考慮した上で設定し，設置（変更）許可

を受けたものを用いる。 

なお，津波評価に当たっては，津波水位及び標高に係る表記を T.P.（東京湾平均海面）とする。

敷地における標高 ELは T.P.±0mを基準としているため，T.P.＝ELとなる。 

 

2. 既往津波 

宇佐美ほか(2013)(1)，渡辺(1998)(2)をはじめとする文献の調査によれば，島根半島に影響を与

えたと考えられる津波として，1983年日本海中部地震津波及び 1993年北海道南西沖地震津波が

あるが，発電所においてこれらを観測した記録はなく，敷地への影響はなかった。 

1983年日本海中部地震津波では，敷地周辺の記録として，津波の最大高さは気象庁境検潮所で

42cmが記録され，また，発電所近傍の痕跡高として，恵
え

曇
とも

で 0.90m，加賀
か か

で 1.15mが記録されて

いる。 

1993年北海道南西沖地震津波では，敷地周辺の記録として，津波の最大高さは気象庁境検潮所

で 37cmが記録され，また，発電所近傍の痕跡高として，恵曇で 1.40m，手結
た ゆ

で 1.20m，片句
か た く

で 1.70m，

御津
み つ

で 1.93m，加賀で 1.52mが記録されている。 

なお，島根半島に影響を与えたと考えられる地震以外の要因による津波について，敷地周辺に

おける記録はない。 

 

3. 地震による津波 

地震による津波の想定に当たっては，海域活断層から想定される地震による津波として，敷地

周辺の海域活断層から想定される地震による津波を検討した。 

さらに，「2. 既往津波」の文献調査の結果，敷地から遠く離れているが，島根半島に影響を

与えたと考えられること及び大和堆の影響により島根半島に向かう傾向があることから，日本海

東縁部に想定される地震による津波についても検討の対象とした。 

なお，太平洋側に想定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震による津波については，

想定される津波の規模及び敷地との位置関係から，敷地周辺海域の活断層による地震に伴う津波

に比べ，発電所に及ぼす影響は小さいことから，検討対象波源として選定しない。 

また，行政機関が想定する波源モデルを対象とした検討を行い，比較・分析を実施した。 

 

3.1 海域活断層から想定される地震による津波 

海域活断層から想定される地震による津波については，敷地周辺の海域において，後期更新

世以降の活動を考慮する断層及び撓曲を対象として，阿部（1989)(3)の予測式により，敷地にお

ける津波の予測高を検討した。その結果，予測高が最高となったＦ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ
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－Ⅴ断層を対象として，傾斜角，すべり角（主応力軸のばらつきを考慮して傾斜角と走向に基

づき設定）及び断層上縁深さを不確かさとして考慮した数値シミュレーションによるパラメー

タスタディを実施した。 

敷地周辺の主な海域の活断層を図 3－1に示す。また，評価水位が最高又は最低となる波源モ

デルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の評価水位を表 3－1に示す。 
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表 3－1(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ 

（海域活断層から想定される地震による津波） 

 

 

 

表 3－1(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（海域活断層から想定される地震による津波） 

 

 

 

表 3－1(3) 敷地における水位下降側の評価水位（海域活断層から想定される地震による津波） 
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3.2 日本海東縁部に想定される地震による津波 

日本海東縁部に想定される地震による津波については，土木学会（2016）(4)（以下「土木学

会」という。）及び地震調査研究推進本部（2003）(5)を参考に，日本海東縁部に想定される地

震規模に応じた波源の基準波源モデルを設定し，数値シミュレーションによるパラメータスタ

ディを実施した。 

また，地震調査研究推進本部（2003）が示す地震発生領域の連動の可能性は低いと考えるが，

2011年東北地方太平洋沖地震では，広い領域で地震が連動して発生したことを踏まえ，科学的

想像力を発揮し，不確かさとして地震発生領域の連動を考慮した数値シミュレーションを実施

した。 

日本海東縁部に想定される地震による津波の波源モデルを図 3－2に示す。また，評価水位が

最高又は最低となる波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の

評価水位を表 3－2及び表 3－3に示す。 
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図 3－2(2) 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（地震発生領域の 

連動を考慮した検討）の波源モデル 

 

  

地震調査研究推進本部（2003）より引用・加筆
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表 3－2(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ（土木学会に基づく検討） 

 

 

 

表 3－2(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（土木学会に基づく検討） 

 

 

 

表 3－2(3) 敷地における水位下降側の評価水位（土木学会に基づく検討） 
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表 3－3(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 

 

 

 

表 3－3(2) 敷地における水位上昇側の評価水位 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 

 

 

 

表 3－3(3) 敷地における水位下降側の評価水位 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 
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3.3 行政機関による津波評価 

「3.1 海域活断層から想定される地震による津波」及び「3.2 日本海東縁部に想定される

地震による津波」について，安全側の評価を実施する観点から必要な科学的・技術的知見が反

映されていることを確認するため，行政機関による津波評価との比較・分析を実施した。 

行政機関による津波評価の波源モデルを図 3－3に示す。また，評価水位が最高及び最低とな

る波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の評価水位を表 3－

4に示す。 
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図 3－3(1) 国土交通省・内閣府・文部科学省（2014）(6)に示される波源モデル（敷地周辺海域）  

 

 

 

 

 

図 3－3(2) 地方自治体独自の波源モデル（敷地周辺海域） 

 

島根県(2016)(7)より引用・加筆

凡例
当社評価済海域活断層

島根県(2016)が想定した地震

⑥ 島根原子力発電所

(Ａ)隠岐北西方の断層

⑤

④ ③

①

②

(Ｂ)大田沖断層

(Ｃ)F57断層

鳥取県(2012)(8)より引用・加筆

①

②

島根原子力発電所

(Ａ)鳥取沖西部断層
＋鳥取沖東部断層

凡例
当社評価済海域活断層

鳥取県(2012)が想定した地震
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図 3－3(3) 国土交通省・内閣府・文部科学省（2014）に示される波源モデル（日本海東縁部） 

 

 

 

 

図 3－3(4) 地方自治体独自の波源モデル（日本海東縁部） 

  

地震調査研究推進本部(2003)に加筆

秋田県(2013)(12)

鳥取県(2012)

石川県(2012)(10)・
福井県(2012)(11)

島根県(2012)(9)
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表 3－4(1) 評価水位が最高及び最低となる波源モデルのパラメータ（行政機関の津波評価） 

 

 

 

表 3－4(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（行政機関の津波評価） 

 

 

 

表 3－4(3) 敷地における水位下降側の評価水位（行政機関の津波評価） 
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4. 地震以外の要因による津波 

発電所に影響を与える可能性がある地震以外の要因による津波として，海底及び陸上での地滑

り，岩盤崩壊並びに火山現象に起因する津波を考慮した。なお，検討結果より，これらの津波に

よる敷地への影響は，「3. 地震による津波」より小さいと評価した。 

 

4.1 海底地滑りに起因する津波 

海底地滑りに起因する津波の検討を行うため，隠岐トラフ及び対馬海盆のうち島根半島に近

い大陸斜面を対象とした地滑りに関する文献調査等を行い，地滑り地形を抽出した。抽出した

地滑り地形の概略体積を算出し，地滑りの位置及び崩落方向を考慮して区分したエリアごとに，

概略体積が最大となる地滑り地形を評価対象地滑り地形として選定した。評価対象の海底地滑

り地形の位置を図 4－1に示す。 

 

4.2 陸上地滑りに起因する津波 

陸上地滑りに起因する津波の検討を行うため，防災科学技術研究所（2005(13)，2006(14)）で示

される地滑り地形を確認し，空中写真判読等により沿岸域の地滑り地形の規模や地滑り方向等

を推定することで，評価対象地滑り地形を選定した。評価対象の陸上地滑り地形の位置を図 4

－2に示す。 

 

4.3 岩盤崩壊に起因する津波 

岩盤崩壊の可能性がある地点を選定するため，航空レーザー測量結果の各メッシュ間の傾斜

角を求め，60°以上となっている地点を抽出した。抽出した地点を対象に Huber and Hager（1997）

(15)の予測式により敷地における津波高さ（全振幅）を算出した結果，陸上地滑りの津波高さ（全

振幅）を下回ることから，岩盤崩壊に起因する津波の敷地への影響は小さいと評価した。 

抽出した岩盤崩壊の可能性がある地点の位置を図 4－3に示す。 

 

4.4 火山現象に起因する津波 

火山現象に起因する津波の敷地への影響が想定される第四紀火山として，鬱
うつ

陵
りょう

島
とう

及び隠岐
お き

島後
ど う ご

が挙げられる。また，渡島
お し ま

大島
おおしま

は，1741年に山体崩壊を起こし，日本海沿岸に津波を引き

起こしたとされることから，渡島大島についても検討を実施する。 

検討対象とする第四紀火山の位置を図 4－4に示す。 

文献調査によると，鬱陵島及び隠岐島後については，いずれも山体崩壊を伴うような爆発的

噴火の可能性は低く，敷地に与える影響が大きい津波は発生することはないと評価した。また，

渡島大島の山体崩壊による津波は，羽鳥・片山（1977）(16)によると江の川河口において 1～2m

を観測したとされ，鳥取県（2012）が日本海東縁部に想定した波源モデルによる地震に伴う津

波を下回ることから，敷地においても津波高さを下回ると評価した。 
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図 4－1 海底地滑り地形位置図 

 

 

 

 

図 4－2 陸上地滑り地形位置図 
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図 4－3 岩盤崩壊位置図 

 

 

図 4－4 第四紀火山位置図 
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5.  津波起因事象の重畳の検討 

地震による津波と地震以外の要因による津波の重畳の検討として，図 5－1に示す位置関係及び

敷地への津波の到達時間を考慮して組合せを選定し，地震動の継続時間の中で，水位の足し合わ

せが最大となる時間差を考慮した数値シミュレーションを実施した。なお，検討結果より，これ

らの津波による敷地への影響は，「3. 地震による津波」より小さいと評価した。 
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6. 防波堤無し条件の津波評価 

防波堤は地震による損傷が否定できないことから，防波堤無し条件において防波堤有り条件と

同様の手順でパラメータスタディを行う。防波堤無し条件の検討に当たっては，防波堤有り条件

において敷地への影響が大きい「日本海東縁部に想定される地震による津波」及び「海域活断層

から想定される地震による津波」を対象とし，「地震以外の要因による津波」については敷地へ

の影響が小さいと判断した。 

評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水

位下降側の評価水位を表 6－1，表 6－2及び表 6－3に示す。 
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表 6－1(1) 敷地における水位上昇側の評価水位（鳥取県（2012），防波堤無し） 

 

 

 

表 6－1(2) 敷地における水位下降側の評価水位（鳥取県（2012），防波堤無し） 
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表 6－2(1) 評価水位が最高となる波源モデルのパラメータ（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(3) 評価水位が最低となる波源モデルのパラメータ（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(4) 敷地における水位下降側の評価水位（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 
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表6－3 敷地における水位下降側の評価水位（海域活断層から想定 

される地震による津波の検討，防波堤無し） 
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7.  基準津波 

これまでの数値シミュレーションの結果を踏まえ，水位上昇側及び水位下降側について基準津

波の策定を行った。 

基準津波の策定位置を図 7－1に，基準津波策定位置における時刻歴波形を図 7－2に，基準津

波の波源モデルのパラメータ及び評価水位の一覧を表 7－1に示す。 

水位上昇側に関して，防波堤有り条件で施設護岸又は防波壁において最高水位を示す津波を基

準津波 1として策定した。基準津波 1（防波堤有り）による２号及び３号機取水槽における評価

水位を上回る，又はほぼ同値となる津波を基準津波 2として策定した。また，防波堤無し条件で

防波堤有り条件と異なる波源において評価水位が最高となる津波を基準津波 5として策定した。 

水位下降側に関して，防波堤有り条件で２号機取水口において最低水位を示す津波を基準津波

1として策定した。基準津波 1（防波堤有り）による２号機取水槽における評価水位とほぼ同値と

なる津波を基準津波 3及び基準津波 4として策定した。また，防波堤無し条件で防波堤有り条件

と異なる波源において評価水位が最低となる津波を基準津波 6として策定した。 
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図 7－1 基準津波策定位置 
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図 7－2(1) 基準津波策定位置における時刻歴波形 
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図 7－2(2) 基準津波策定位置における時刻歴波形 
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1. 概要 

本資料は，入力津波の設定について説明するものである。 

入力津波の設定においては，敷地及び敷地周辺における地形，施設・設備及び人工構造物の位

置等を把握し，遡上解析モデルを適切に設定した上で，遡上解析により，基準津波による敷地周

辺の遡上・浸水域を評価する。 

評価結果に基づき，各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，敷地への遡上に伴

う津波（以下「遡上波」という。）による入力津波と取水路・放水路等の経路からの流入に伴う

津波（以下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。 

また，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・

構築物の耐震設計において基準地震動との組合せで考慮する津波高さを評価する。 

 

2. 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

2.1 敷地の地形及び施設・設備 

島根原子力発電所の敷地は，日本海に面し，島根半島中央部の松江市鹿島町に位置している。 

敷地の地形は，輪谷湾を中心とした半円状であり，敷地周辺の地形は，東西及び南側の三方

向は標高 150m程度の高さの山地からなり，北側は日本海に面している。 

敷地周辺の河川としては，敷地から南方約 2kmに人工河川の佐陀川があり，宍道湖から日本

海に注いでいる。 

敷地は，主に EL 8.5m，EL 15.0m，EL 44.0m及び EL 50.0mの高さに分かれている。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画

として，EL 15.0mの敷地に原子炉建物，廃棄物処理建物及び制御室建物を設置し，EL 8.5mの

敷地にタービン建物を設置する。 

屋外設備としては，EL 15.0mの敷地にＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置し，

EL 8.5mの敷地にＡ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機（燃料移送系）及び排気筒を，EL 8.5mの敷地地下の取水槽床面 EL 1.1mに原子炉補

機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。）を

設置する。 

また，非常用取水設備として，取水口及び取水管，EL 8.5mの敷地に取水槽を設置する。 

津波防護施設として，日本海及び輪谷湾に面した敷地面に天端高さ EL 15.0mの防波壁を設置

する。また，防波壁通路に天端高さ EL 15.0mの防波壁通路防波扉を設置し，1号機取水槽の取

水管端部（取水管中心：EL-4.9m）に流路縮小工を設置する。 

浸水防止設備として，屋外排水路（EL 2.3m～EL 7.3m）に屋外排水路逆止弁，取水槽（EL 1.1m

～EL 8.8m）に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。また，タービン建物（復水器を

設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に防水壁，

水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。地震時に損傷した場合に津波が流入する可能性がある

経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置
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する。取水槽，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）及びタービン建物（復水器を設置す

るエリア）の貫通部に対して止水処置を実施する。 

津波監視設備として，取水槽の高さ EL-9.3mに取水槽水位計を設置し，排気筒の EL 64.0m，

３号機北側の防波壁上部（東側・西側）EL 15.0mの位置に津波監視カメラを設置する。 

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては，防波壁外側の EL 6.0mの荷揚場に荷揚場詰所，

デリッククレーン，キャスク取扱収納庫等がある。なお，遡上域の EL 8.5mに建物・構築物等

はない。 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物・区画としては，設計基準対象施設

でもある原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物があり，この他に第１ベン

トフィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，可搬型重大事故等対処設備の保管エリ

ア，可搬型重大事故等対処設備の保管エリア，ガスタービン発電機建物及び緊急時対策所があ

る。 

島根原子力発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川を図 2－1に，また，詳細配置図を

図 2－2に示す。 
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2.2 敷地周辺の人工構造物 

港湾施設としては，発電所構内に防波堤を設置しており，その内側には荷揚場を設けている。 

発電所構外には，西方 1km程度に片句漁港，発電所西方 2km程度に手結漁港，南西 2km程度

に恵曇漁港，東方 3㎞及び 4km程度に御津漁港及び大芦漁港があり，各漁港には防波堤が設置

されている。漁港には漁船が約 230隻あり，発電所周辺では，イカ釣り漁，かご漁，サザエ網・

カナギ漁等が営まれている。また，発電所から 2km程度離れた位置に海上設置物である定置網

の設置海域がある。 

敷地周辺の状況としては，民家，工場等があり，敷地前面海域における通過船舶としては，

海上保安庁の巡視船，漁船，プレジャーボート，引き船，タンカー，貨物船及び帆船が航行し

ている。他には発電所から約 6km離れた潜戸に小型の船舶による観光遊覧船の航路がある。 

図 2－3に島根原子力発電所周辺の漁港等の位置を示す。 

漂流物の評価については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備への影響評価」

に示す。 
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図 2－3 島根原子力発電所周辺の漁港等の位置（周辺航路含む。） 
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3. 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

3.1 考慮事項 

遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

伴う液状化，流動化又は滑りによる標高変化を考慮した解析を実施し，遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む。）の可能性について確認する。 

また，敷地周辺を流れる河川として，敷地から南方約 2kmの位置に佐陀川が存在するが，発

電所とは標高 150m程度の山地で隔てられていることから，河川を経由する津波の敷地への回り

込みは考慮しない。 

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては，基準地震動Ｓｓに伴い地形変化及

び標高変化が生じる可能性を踏まえ，入力津波高さへの影響を確認するため，遡上解析の条件

として沈下無しの条件に加えて，埋戻土及び砂礫層に対して揺すり込み及び液状化に伴い地盤

を沈下させた条件についても考慮する。なお，防波壁両端部以外の敷地周辺斜面の崩壊による

入力津波高さへの影響については，遡上解析の条件として斜面崩壊なしの条件に加えて，敷地

周辺の地滑り地形が判読されている地山の斜面について斜面崩壊させた条件についても考慮し

て検討した結果，敷地に与える影響がないことから，斜面崩壊は影響要因として考慮しない。

また，発電所の防波堤については，基準地震動Ｓｓによる損傷の可能性があることから，遡上

解析の条件として防波堤有りの条件に加えて，防波堤無しの条件についても考慮する。これら

の条件を考慮した解析を実施し，遡上域や津波水位を保守的に想定する。 

初期潮位は，EL 0.0mとする。朔望平均満潮位 EL 0.58m及び潮位のばらつき 0.14mは，遡上

解析による津波水位に加えることで考慮する。 

遡上域となる荷揚場はアスファルト又はコンクリートで地表面を舗装するため，洗掘による

地形の変化については考慮しない。 

 

3.2 遡上解析モデル 

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価に当たっては，遡上解析に影響を及ぼす斜面

や道路等の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況を考慮し，遡上域の格子サ

イズ（最小 6.25m）に合わせた形状にモデル化する。 

敷地沿岸域及び海底地形は，海域では財団法人 日本水路協会（2008～2011）(1)～(4)，深浅測

量等による地形データを使用し，陸域では，国土地理院（2014）(5)等による地形データを使用

する。また，取水路・放水路等の諸元及び敷地標高については，発電所の竣工図等を使用する。 

伝播経路上の人工構造物については，図面を基に遡上解析上影響を及ぼす構造物を考慮し，

遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作

成する。 

図 3－1に遡上解析モデルにおける水深と格子分割を示す。 
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図 3－1(1) 水深と格子分割（領域全体） 

 

 

図 3－1(2) 水深と格子分割（隠岐諸島～島根半島） 

 

 

図 3－1(3) 水深と格子分割（島根原子力発電所周辺） 
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3.3 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

基準津波による遡上解析結果のうち，図 3－2に最高水位分布を，図 3－3に最大浸水深分布

を示す。 

施設護岸及び防波壁で最大を示した基準津波 1（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤無し

の条件）の最高水位分布では，潮位及び潮位のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さ EL 

8.5mに対して施設護岸及び防波壁で EL 11.9mとなっている。一方，海域活断層上昇側最大ケ

ース（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤有りの条件）の最高水位分布では，潮位及び潮位

のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さ EL 8.5mに対して施設護岸及び防波壁で EL 4.2m

となっている。 

これらの結果より，防波壁等の津波防護施設がない場合は，基準津波 1により敷地の一部が

遡上域となるが，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画が設置された敷地は，防波壁等の津波防護施設により防護されることから，津

波は到達しない。 
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図 3－2(1) 基準津波の遡上波による最高水位分布（基準津波 1：防波堤無し） 

 

 

 
図 3－2(2) 海域活断層上昇側最大ケースの遡上波による最高水位分布（防波堤有り） 

  

防波壁津波最高地点 EL 11.13m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 11.9m 
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図 3－3 基準津波の遡上波による最大浸水深分布（基準津波 1：防波堤無し） 
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4. 入力津波の設定 

遡上解析の結果に基づき，各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，遡上波及び

経路からの津波を安全側に設定する。 

入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速度及び衝撃力に着目し，各施設・設備において

算定された数値を安全側に評価した値を入力津波高さや速度として設定することで，各施設・設

備の構造・機能の損傷に影響する浸水高及び波力・波圧について安全側に評価する。 

経路からの津波を各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として設定する場合，流入経

路を特定し，同経路の水理特性を考慮した管路解析を行い，潮位，地殻変動，数値計算上の不確

かさを考慮し，安全側に設定する。 

 

4.1 考慮事項 

4.1.1 水位変動 

設計又は評価に用いる入力津波の設定においては，潮位変動として，上昇側の水位変動

に対しては朔望平均満潮位 EL 0.58m及び潮位のばらつき 0.14mを考慮し，下降側の水位変

動に対しては朔望平均干潮位 EL-0.02m及び潮位のばらつき 0.17mを考慮する。 

朔望平均潮位及び潮位のばらつきは発電所構内（輪谷湾）における潮位観測記録に基づ

き評価する。表 4－1にばらつきを考慮した潮位を示す。 

なお，発電所最寄りの気象庁潮位観測地点「境」（発電所の敷地東方約 23㎞）は，発電

所と同様に日本海に面して潮位計を設置しており，当該地点における潮位観測記録は発電

所構内（輪谷湾）における潮位観測記録と概ね同様の傾向を示している。 

潮汐以外の要因による潮位変動については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対

象設備への影響評価」の「3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」による。 
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表 4－1 ばらつきを考慮した潮位 
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4.1.2 地殻変動 

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。津波波源となる地震による地

殻変動を考慮するとともに，津波が起きる前に基準地震動Ｓｓの震源となる敷地周辺の活

断層から想定される地震が発生した場合を想定した地殻変動を考慮する。 

敷地地盤の地殻変動量は，Mansinha and Smylie（1971）(6)の方法により算定する。 

津波波源となる地震による地殻変動としては，海域活断層及び日本海東縁部の津波波源

を想定する。海域活断層から想定される地震による地殻変動量は，0.34mの隆起である。

日本海東縁部に想定される地震による津波については，起因となる波源が敷地から十分に

離れており，敷地への地震による地殻変動の影響は十分に小さいため，地殻変動量を考慮

しない。また，基準地震動Ｓｓの震源による地殻変動としては，宍道断層及び海域活断層

を想定する。宍道断層から想定される地震による地殻変動量は，0.02m以下の沈降であり，

敷地への影響が十分小さいことから考慮しない。海域活断層から想定される地震による地

殻変動量は，0.34mの隆起を考慮する。なお，津波発生前に基準地震動Ｓｓの震源による

地殻変動が発生する場合の検討においては，同一震源による繰り返しの地殻変動は考慮し

ない。 

以上のことから，下降側の水位変動に対して安全機能への影響を評価する際には，0.34m

の隆起を考慮する。 

表 4－2に考慮する地殻変動量，図 4－1に地殻変動量分布を示す。 

なお，島根原子力発電所の敷地は日本海側に位置していること，及び 2011年東北地方太

平洋沖地震による影響がないことからプレート間地震の影響はない。 

また，基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の震源において最近地震は発生してい

ないことから，広域的な余効変動は津波に対する安全性評価に影響を及ぼすことはない。 
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表 4－2 評価に考慮する地殻変動量 
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図 4－1(1) 地殻変動量分布図：海域活断層（基準津波 4） 

 

 

 

 

 

図 4－1(2) 地殻変動量分布図：宍道断層 
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4.2 遡上波 

遡上波については，設計又は評価に用いる遡上波による津波高さとして，潮位，地殻変動及

び数値計算上の不確かさを考慮する。発電所敷地に関して，その標高の分布と津波の遡上高さ

の分布を比較すると，防波壁等の津波防護施設がない場合は，遡上波が敷地に地上部から到達，

流入する可能性があるが，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非

常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画が設置された敷地に地上部から到達，流入す

る可能性はない。なお，敷地における遡上波については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波

防護対象設備への影響評価」の「3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響によ

る重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価」の漂

流物の影響評価において考慮する。 

図 4－2に遡上域における時刻歴波形を，表 4－3に遡上波による設計又は評価に用いる津波

高さを示す。 
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図 4－2 遡上域における時刻歴波形 

 

 

  

最大水位上昇量 3.44m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 4.2m 

施設護岸又は防波壁（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤有り） 

最大水位上昇量 11.13m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 11.9m 

施設護岸又は防波壁（入力津波 1，防波堤無し） 
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4.3 経路からの津波 

経路からの津波については，設計又は評価に用いる津波高さとして，潮位，地殻変動等を考

慮する。 

なお，管路解析においては，潮位，地殻変動の条件に加えて，管路の形状，材質及び表面の

状況に応じた摩擦損失を考慮するとともに，貝付着の有無及びポンプの稼働有無を不確かさと

して考慮した計算条件とし，評価地点に対して最も影響の大きいものを選定している。 

図 4－3に経路からの津波の時刻歴波形，表 4－4に評価箇所における設計又は評価に用いる

経路からの津波による津波高さを示す。 
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図 4－3(1) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

１号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 

２号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 

３号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 
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図 4－3(2) 経路からの津波の時刻歴波形 

  

３号機取水路点検口（入力津波 1，防波堤無し） 

１号機放水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機冷却水排水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機マンホール（入力津波 1，防波堤有り） 
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図 4－3(3) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機放水槽（入力津波 5，防波堤無し） 

２号機放水接合槽（入力津波 1，防波堤無し） 

２号機放水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機放水接合槽（入力津波 1，防波堤有り） 

70



 

24 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
3 
R0
 

 

 

 

図 4－3(4) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

＊最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号機取水口（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側 

３号機放水接合槽（入力津波 5，防波堤無し） 

＊最大水位下降量-7.97m-地殻変動量 0.34m≒EL-8.4m 

２号機取水槽（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側  ポンプ運転時 

＊最大水位下降量-5.67m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.1m 

２号機取水槽（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側 ポンプ停止時 
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図 4－3(5) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機取水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

１号機取水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

２号機取水槽（入力津波 4，防波堤無し） 
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図 4－3(6) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機取水路点検口（入力津波 4，防波堤有り） 

１号機マンホール（入力津波 4，防波堤無し） 

１号機放水槽（入力津波 4，防波堤無し） 

１号機冷却水排水槽（入力津波 4，防波堤無し） 
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図 4－3(7) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

１号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤無し） 

２号機放水槽（入力津波 4，防波堤無し） 

３号機放水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

２号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤有り） 

74



 

28 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
3 
R0
 

 

 

 

図 4－3(8) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

 

  

３号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤有り） 

＊最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号機取水槽（入力津波 4，防波堤無し）注記＊：下降側 

＊最大水位下降量-3.93m-地殻変動量 0.34m≒EL-4.3m 

２号機取水口（入力津波 4，防波堤無し）注記＊：下降側 
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5. 基準地震動Ｓｓによる地震力と津波荷重の組合せについて 

基準地震動Ｓｓの震源（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層）からの本震と当該本震に伴う

津波は，伝播速度が異なり同時に敷地に到達することはないことから，組合せを考慮する必要は

ない。 

一方，基準地震動Ｓｓの震源と津波の波源が異なる場合については，図 5－1に示すとおり，基

準地震動Ｓｓの震源である宍道断層及びＦ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層が他の海域の活断

層よりも敷地に近い位置に存在し，仮に誘発地震に伴う津波の発生を考慮した場合においても，

基準地震動Ｓｓが敷地に到達すると同時に当該津波が敷地に到達することはないことから，組合

せを考慮する必要はない。 
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［「［新編］日本の活断層」（７）に一部加筆。］ 

 

図 5－1 敷地周辺における活断層の分布 
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